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東京都土地改良事業団体連合会 

水土里ネット東京のご紹介 

 

沿 
 

革 
S22：本会の前身である「東京都耕地協会」設立 

S24：土地改良法が制定 

S28：土地改良法に基づき「社団法人東京都土地改良協会」と改称し、組織を強化 

S32：これらの団体を、法人として充実強化すべく土地改良法が改正 

土地改良事業団体連合会の規定が法制化されたことに伴い、同協会は解散 

S33：農林大臣の認可を受け「東京都土地改良事業団体連合会」設立 （7 月 29 日） 

 

 

目 

的 

本会は土地改良事業を行う者(国、都、及び土地改良法第 95 条第 1 項により、土地改良

事業を行なう同法第 3 条に規定する資格を有する者を除く)の協同組織により土地改良事

業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。 

 

 

性 
 

格 

「連合会は、法人とする」(土地改良法第 111 条の 3)と規定されています。 

その法律的性格は連合会の目的、事業内容等に照らして公益的要素を強く有しているこ

とから土地改良法という特別法に定めることにより、設立が認められた「公法人」です。 

組織形態等からは社団法人として位置付けられ、営利を目的としない(同法第 111 条の

4)又、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)に規定される公益法人等にもあたります。 

  



事業内容 [令和 4 年 5月 16／農林水産省指令 4 関振第 685 号 認可] 

 
（1） 会員の行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助 

（２） 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 

（3） 土地改良事業に関する教育及び情報の提供 

（4） 土地改良事業に関する調査及び研究 

（5） 国又は都の行う土地改良事業に対する協力 

（6） 会員土地改良区の事務、運営に携わっている地方自治体が土地改良区のために行う施設管理に関する技

術的な指導及び協力 

（7） 前各号に掲げる事業のほか、前項「目的」を達成するために必要な事業 

 
事務局の体制と資格取得状況  

 

 

事務局の体制 

 

資格取得状況 

 

担当区分 職員数 資   格   名 資格取得者数 

事務職員 １名 測量士 3 名 

技術職員 7 名 測量士補 2 名 

合  計 ８名 一級・二級土木施工管理技士 2 名・1 名 

 

農業土木技術管理士 1 名 

二級管工事施工管理技士 1 名 

畑地かんがい技士 3 名 

会計指導員 1 名 

二級建築施工管理技士（躯体） １名 

農業農村地理情報システム技士 １名 

      農業農村整備事業支援発注機関の認定  

 
水土里ネット東京は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第 15 条第 1 項に定める発注関係事務を公正・

適切に支援できる機関として、「関東農政局管内農業農村整備事業に係る公共事業の品質確保に関する協議会」か

ら「農業農村整備事業発注者支援機関」に認定されています。 

支援機関認定要件 

1.公平性･中立性が確保されていること 

2.法令の尊守及び高度な守秘義務が担保されていること 

3.関東協議会管内での活動実績がある公益法人等であって、農業農村整備事業の特性及び関係基準等に精通して

いること 

4.業務の遂行に必要な技術者が常時確保されていること 

 
 支援業務内容  

業務区分 業 務 内 容 

設計・積算補助 
・設計図書(仕様書・図面)の作成 

・積算書の作成(積算、積算参考資料) 

技術審査補助 
・入札・契約方法の選定及び必要書類の作成 

・技術資料の審査業務 

監 督 補 助 
・工事の監督 

・工事中の施工段階確認、施工状況・体制の評価 

検 査 補 助 
・中間技術・既済部分、完成時の検査 

・施工者、担当技術者の評価 
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役員一覧 （令和８年４月 1日現在） 

 

任期：４年（令和６年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

 

役 員 名 連合会役職名 氏 名 団体・役職 

 

理 事 会 長 山下  奉也 八丈町長 

 副 会 長 中嶋   博幸  あきる野市長 

 常務理事  内田   敏夫  学識経験者 

 理   事 東    亨 日の出町長 

 〃 佐々木  宏 青ヶ島村長 

 〃 福島  久夫 日野用水土地改良区理事長 

監 事 代表監事  北 島   薫 府中用水土地改良区理事長 

 監 事 天野  雅之  五日市土地改良区理事長 

 

 

 

 

会員一覧 （令和８年４月１日現在） 

 

4市 5町 7村 5土地改良区 計 21会員 

 

 
 団 体 名 小 計 

 

 団 体 名 小 計 

西
多
摩 

青 梅 市  

6 

南
多
摩 

八 王 子 市  
2 

あきる野市  町 田 市  

日 の 出 町 

島 

嶼 
 
 

大 島 町  

8 

奥 多 摩 町  八 丈 町  

瑞 穂 町  三 宅 村  

檜 原 村  新 島 村  

土
地
改
良
区 

五日市土地改良区 
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神 津 島 村  

大丸用水土地改良区 利 島 村  

日野用水土地改良区 青 ヶ 島 村  

昭島用水土地改良区 御 蔵 島 村  

府中用水土地改良区    
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会員地図  
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令和７年度 主な受託業務実績   

    

団 体 名 地 区 名 事 業 名 実施概要 

東京都 土地改良区等 土地改良区体制強化事業 土地改良区等運営支援 

東京都 日野用水路 畑地灌漑施設等実態調査 必要用水量調査 

東京都 東京都 地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業 GIS 運用支援 

東京都 八丈町活動団体 水土里保全活動支援事業 研修会等の開催 

昭島用水土地改良区 昭和用水路 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路工事設計書作成 

あきる野市 下代継用水路 小規模土地改良事業 用水路整備基本設計 

大島町 泉津 小規模土地改良事業 農道工事設計書作成 

大島町 北の山 小規模土地改良事業 農道整備調査設計 

新島村 新島村 地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業 GIS システム構築 

新島村 久田巻 農業水路等長寿命化・防災減災事業 水槽改修工事設計書作成 

新島村 玄角・淡井 農業水路等長寿命化・防災減災事業 井戸改修工事設計書作成 

神津島村 焼山 農業水路等長寿命化・防災減災事業 送配水管工事設計書作成 

三宅村 八重間 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ工事設計書作成 

三宅村 笠地貯水池 農業水路等長寿命化・防災減災事業 管理バルブ工事設計書作成 

三宅村 農道上道線 小規模土地改良事業 農道工事設計書作成 

三宅村 三宅村 地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業 GIS システム構築 

八丈町 三根河尻 基盤整備促進事業 排水路・農道工事設計書作成 

八丈町 大賀郷 基盤整備促進事業 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ工事設計書作成等 

八丈町 銚子の口ため池 農地防災事業 ため池工事設計書作成 

八丈町 八丈町 小規模土地改良事業 台風災害査定設計書作成 

青ヶ島村 池之沢 小規模土地改良事業 農業用水水質調査 

青ヶ島村 池之沢 小規模土地改良事業 農業用水施設基本設計 

青ヶ島村 池之沢丸山 小規模土地改良事業 貯水槽工事設計書作成 

全国土地改良事業団体連合会 土地改良区等 土地改良区運営基盤強化推進事業 研修会の開催 

 

 

 令和７年度の受託業務件数は、下記のとおり 

◇  合計 3３件 : 都・１市・２町・４村・１改良区・全土連  
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事 例 紹 介  

 

当連合会では、令和７年度に東京都や会員土地改良区・市町村から調査・測量設計等の業務を 33件受託し

ました。今回は、このうち 4件をご紹介します。 

 

◎ 小規模土地改良事業 泉津地区農道整備実施設計 実施主体：大島町  

  本地区の農地は防風林に囲まれ、アシタバ等  

の露地野菜が栽培されています。しかし、農道 

は幅員が狭く未舗装のため、耕作車両等の通行 

が困難で営農に支障がありました。 

そこで、令和 5年度から 3か年で農道約 450 

ｍを整備することとし、7年度に完了しました。  

当会では実施設計を担いました。 

 

◎ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 八重間パイプライン改修工事実施設計 実施主体：三宅村 

  本水利施設は坪田地区の約 13haの農地に水

を供給し、アシタバやパッションフルーツ等が

栽培されています。しかし、整備後 45年が経

過し機器故障や漏水事故等が発生していること

から、令和元年度から改修を行っています。 

7年度は、貯水槽から農地に水を送るパイプ

ライン整備の実施設計を行いました。 

 

◎ 基盤整備促進事業 大賀郷地区畑地灌漑施設改修工事実施設計・現場監督員補助 実施主体：八丈町  

  本地区は、花き・観葉植物を中心に約 35ha

の農地があります。近年は施設化や新規就農

の増加等により水の安定供給が求められる一

方、水利施設は整備後 40年以上が経過し、経

年劣化が進んでいます。 

このため、7年度は、パイプライン等の整備

のための実施設計と工事監督補助を行いました。 

 

◎ 土地改良区運営基盤強化推進研修 実施主体：全土連  

 土地改良区の運営基盤強化を目的に、11月 

17日、立川市子ども未来センター会議室で本研 

修を実施しました。 

全土連から講師をお招きし、土地改良区の業 

務・運営、会計経理、経営診断手法、地域との 

連携などについて学びました。 

                      

 

 

貯水槽に水を送るパイプライン

の敷設工事 
水源の井戸とポンプ小屋 

業務・運営について意見交換 会計経理の講義 

農地に水を送るパイプラインの

敷設工事 
水源から貯水槽に水を送るポンプ 

整備された泉津農道 施行前の泉津農道 
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本連合会の構成  

 

 総 会  

 

 

 

    監 事 会  
  

 理 事 会   

    

 会 長  

    副 会 長  
  

 常務理事  ［事務局］ 
  

 庶務担当 
    

 事 務 局   参事兼事務局長  総務事業課長    
  

  事業担当  

   
 

 
［事務所案内図］ 

 

 

 

東京都農業振興事務所 ３階 

東京都土地改良事業団体連合会 

［所要時間］ 

◇ 立 川 駅（ＪＲ中央線）  徒歩 18 分 

◇ 西国立駅（ＪＲ南武線）  徒歩 15 分 
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土地改良のことでお困りの際はお気軽に連合会へ 水土里ネット東京【東京都土地改良事業団体連合会】 

▽ キーワード ▽ 

農地、圃場整備、換地、農道、ストックマネジメント 

水利施設、農業用水、用排水路、堰、パイプライン 

土地改良事業、農業農村整備、土地改良区、用水組合 

水利権、調査、設計、積算、施工監理、災害復旧 

所 在 地 〒190-0022 東京都 立川市 錦町 3-12-11 

TEL/FAX 042-548-0371(代) / 042-548-0375 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.midorinet-tokyo.or.jp 

 

 



 


